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利 用 上 の 注 意 

 
（適用範囲） 

本便覧は、仙台市を除く本県の管轄区域内における都市計画法の開発許可制度の審査基準を収録したものであり、

宮城県知事、石巻市長及び大崎市長が行う許認可について適用される。したがって、仙台市長が行う許認可等につ

いては適用されない。 

 
（記述内容の変更） 

本便覧の記述は、令和７年５月２３日現在の関係法令、審査基準等に基づいている。したがって、その後に法令

改正、審査基準等の改正が行われている場合があるので留意する必要がある。 

 
（法令等の表記・略号） 

本便覧における法令等の条文（波線等の長方形で囲われた文章）は、許認可の際に誤解が生じない範囲内で適宜

省略しており、また、法令等の名称についても下表のような略号を使用している。 
 

法 都市計画法（昭和４３年法律第１００号） 

令 都市計画法施行令（昭和４４年政令第１５８号） 

規則 都市計画法施行規則（昭和４４年建設省令第４９号） 

条例 都市計画法施行条例（平成１２年宮城県条例第９１号） 

細則 都市計画法施行細則（平成１２年宮城県規則第１４８号） 

指針 開発許可制度運用指針 

解説 「最新 開発許可制度の解説(第四次改訂版)」開発許可制度研究会〔編集〕 

応答集 「開発許可質疑応答集」開発許可制度研究会 

「都計・準都計」
以外の区域 

都市計画区域及び準都市計画区域外の区域 

 
 

（用語の定義） 

１ 基準時 

本便覧において「基準時」とは、都市計画法の開発許可制度が当該土地に適用されることとなった期日

をいう。 

２ 項、節 

本便覧において「項」とは、章を細分するもの（例えば１－１）をいい、「節」とは項を細分するもの 

（例えば１－１－１）をいう。 
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